


問１―２ 

３．また、本法案第３条第１項の「その内容が定められ
ないことにつき正当な理由がある」とは、取引の性質
上、業務委託に係る発注をした時点ではその内容を決
定することができないと客観的に認められる理由があ
る場合のことをいう。 

 
４．例えば、ソフトウェア開発に関する業務委託におい

て、業務委託をした時点では最終ユーザーが求める仕
様が確定しておらず、特定受託事業者に対して正確な
業務内容を決定できない場合などには、「特定受託事
業者の給付の内容」を定められないことにつき正当な
理由があると考えられる。 

 
５．ただし、このような場合であっても、定められてい

ない事項について、特定受託事業者と十分に協議をし
た上で速やかに定めなくてはならず、その内容が確定
した後は、直ちに、当該事項を明示しなければならな
い。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯   



問１―３ 

（参考１）令和５年４月５日 衆・内閣委員会議事録 

（速記録抜粋：正当な理由と責めに帰すべき事由） 

 

〇浅野委員・・・そこで、お伺いしたいのは、どのような事由

が正当な理由あるいは責めに帰すべき事由に該当するのか、具

体的な例示とともに御答弁をいただきたいと思います。 

 

〇品川政府参考人・・・本法案におきまして、取引条件の明示

義務でありますとか禁止行為を定めておりますところ、これら

の規定と同様の規定は現行の下請代金法にもございまして、本

法案の運用に関しましては、下請代金法と同様の解釈を取るこ

とが適当だというふうに考えているところでございます。具体

的には、第三条でございますけれども、その内容を定められな

いことにつき正当な理由があるという規定があるわけでござい

ますけれども、これに関しましては、取引の性質上、業務委託

に係る発注をした時点ではその内容を決定することができない

と客観的に認められる理由がある場合のことをいうと考えてご

ざいます。例えば、ソフトウェア開発委託におきまして、委託

をした時点では最終ユーザーが求める仕様が確定しておらず、

特定受託事業者に対して正確な委託内容を決定できない場合な

どが、特定受託事業者の給付の内容を定められないことにつき

正当な理由がある場合であるというふうに考えてございます。

ただ、このような場合であっても、定められていない事項につ

いて、特定受託事業者と十分に協議をした上で速やかに定めな

くてはならないということでございまして、その内容が確定し

た後は直ちに当該事項を明示しなければならないというふうに

いたしております。 

 

 



問１―４ 

（参考２）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 

 
（特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等） 
第三条 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合

は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事
業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電
磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術
を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以
下この条において同じ。）により特定受託事業者に対し明示しなけれ
ばならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないこ
とにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないもの
とし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められ
た後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に
対し明示しなければならない。 

  



問１―５ 

（参考２）下請代金支払遅延等防止法 
 
（書面の交付等） 
第三条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ち

に、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内
容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書
面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項の
うちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについ
ては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当
該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請
事業者に交付しなければならない。 

 



問２―１ 

（対政府参考人） 
４月 27 日 参・内閣委 広瀬 めぐみ 君 

問２（対政府参考人）．フリーランスとして扱われて
いるのに自由がない場合があり、これを「偽装フリ
ーランス」というが、業務委託契約か労働契約かを
分ける基準は何か。 

 
１．本法案において、特定受託事業者は、業務委託の相
手方である事業者であって、 
・ 個人であって、従業員を使用しない者、又は、 
・ 法人であって、一人の代表者以外に他の役員がな
く、かつ、従業員を使用しない者 

のいずれかに該当するものと定義している。 
 
２．また、「業務委託」に該当するかどうかは、物品や
情報成果物の仕様、役務の内容を指定して、一定の業
務を依頼しているか否かについて、実態に即して判断
することとしており、本法案が成立した場合には、特
定受託事業者に当たる具体例等をお示しし、周知を図
っていく。 

 
３．他方、労働基準法においては、労働者について、
「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われ
る者」と定義している。 

 
４．そして、「労働者」に該当するかどうかは、 
・ 事業に「使用される者」であるか否か 
・ その対償として「賃金」が支払われるか否か 

について、形式的な契約の形にかかわらず、実態を勘
案して総合的に判断しており、令和３年３月に策定し
た、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備
するためのガイドライン」（※）において、こうした
判断基準をお示しし、周知を図ってきたところ。 
 



問２―２ 

（※）ガイドラインにおいて、以下のような労働基準法等の

労働者性の判断基準の枠組みを示している。 

○労働が他人の指揮監督下において行われているかどう

か、すなわち、他人に従属して労務を提供しているか

どうか 

○報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支

払われているかどうか 

 
５．このため、形式的な契約上は本法案の特定受託事業
者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と判断
される場合には、労働基準関係法令が適用され、本法
案は適用されないところであり、引き続き、労働基準
監督署において的確な判断が行われるよう、厚生労働
省において適切に対応してまいりたい。 

 
６．また、契約当事者間で法律の適用についての認識に
齟齬が生じることや、実態は労働者であるのに労働基
準関係法令の適用が受けられないといったことがない
よう、特定受託事業者と労働者の定義、判断基準等に
ついて、関係省庁と連携し、わかりやすく周知し、適
切な法の適用が徹底されるよう取り組んでまいりたい。 

 

 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取

引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  
  





問２―４ 

（参考２）関係法令 

 
○特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 
 

第一章 総則 

（定義） 

第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方

である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

一 個人であって、従業員を使用しないもの 

二 法人であって、一の代表者以外に他の役員（理事、取締役、執

行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準

ずる者をいう。第六項第二号において同じ。）がなく、かつ、従業

員を使用しないもの 

 

○労働基準法（昭和 22年法律第 49号） 

（定義） 

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事

務所（以下「事業」という。）に使用される者で、賃金を支払われる

者をいう。 

 

 

  



問２―５ 

（参考３）労働基準法の労働者性の判断基準 

○ 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） （抄） 

（定義） 

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問

わず、事業又は事務所（以下「事業」という。）に使

用される者で、賃金を支払われる者をいう。 

１ 使用従属性に関する判断基準 

（１） 指揮監督下の労働 

イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾

否の自由の有無 

ロ 業務遂行上の指揮監督の有無 

ハ 拘束性の有無 

ニ 代替性の有無 

（２） 報酬の労務対償性 

２ 労働者性の判断を補強する要素 

（１） 事業者性の有無 

  イ 機械、器具の負担関係 

  ロ 報酬の額 

（２） 専属性の程度         等 

※「労働者性」の判断に当たっては、雇用契約、請負契約といった形式的な契

約形式のいかんにかかわらず、実質的な使用従属性を、労務提供の形態や

報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素をも勘案して総合的に判断

する必要がある場合があるので、その具体的判断基準を明確にしなければな

らない。 

（労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」（昭

和 60 年）） 

  







問３―２ 

３．他方、現在、我が国でフリーランスが直面している
トラブルについては、 
・ 報酬の支払遅延や取引上の不当な行為など、事業
者間取引において見られるものが多く、 

・ ハラスメントなどのトラブルについても、取引上
の力関係に由来しているものと考えることができる 

ことから、取引の適正化等を図る法制として、本法案
を立案し、速やかに対応策を講じることとしたもので
ある。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 





問４―１ 

（対政府参考人） 
４月２７日 参・内閣委 広瀬 めぐみ 君 

問４（対政府参考人）．13条で妊娠、出産若しくは育
児又は介護に対する配慮とあるが、その具体的内容
について言及がない。「配慮」の具体的内容はどの
ように示していくのか。 

 

１．育児・介護等と業務の両立について、本法案に基づ

く発注事業者の配慮の内容としては、例えば、 

① 妊婦の母性保護や健康管理のため、妊婦健診の受

診のための時間を確保したり、就業時間を短縮した

りする 

② 育児・介護等を行う時間の確保のため、育児・介

護等と両立可能な就業日・時間とする 

といったことが考えられる（注１）。 

 
（注１）こうした配慮は、フリーランスからの申出を契機として行わ

れるものとしており、発注事業者が全てのフリーランスの育児・介

護等の事由を予め把握して配慮することまで求めるものではない。 

 

２．こうした配慮の具体的な内容については、関係者の

意見を聴きつつ、取引の実態を踏まえながら、厚生労

働大臣の定める指針等において明示することとしてい

る。 

 

３．指針等について丁寧な周知を図ることで、個々のフ

リーランスの希望や業務の内容、発注事業者の状況に

応じ、当事者間で柔軟な配慮が講じられるよう取り組

んでいきたい。 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯   



問４―２ 

（参考１）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮） 

第十三条 特定業務委託事業者は、その行う業務委託（政令で定める期

間以上の期間行うもの（当該業務委託に係る契約の更新により当該政

令で定める期間以上継続して行うこととなるものを含む。）に限る。

以下この条及び第十六条第一項において「継続的業務委託」という。）

の相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事

業者（当該特定受託事業者が第二条第一項第二号に掲げる法人である

場合にあっては、その代表者）が妊娠、出産若しくは育児又は介護

（以下この条において「育児介護等」という。）と両立しつつ当該継

続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、その者の育児

介護等の状況に応じた必要な配慮をしなければならない。 

２ 特定業務委託事業者は、その行う継続的業務委託以外の業務委託の

相手方である特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託事業

者（当該特定受託事業者が第二条第一項第二号に掲げる法人である場

合にあっては、その代表者）が育児介護等と両立しつつ当該業務委託

に係る業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況

に応じた必要な配慮をするよう努めなければならない。 

 

（指針） 

第十五条 厚生労働大臣は、前三条に定める事項に関し、特定業務委託

事業者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする。 



問５―１ 

（対政府参考人） 
４月２７日 参・内閣委 広瀬 めぐみ 君 

問５（対政府参考人）．16 条では委託事業者が受託事
業者に対して、30 日前までに契約解除の予告をしな
くてはならないと明示している。同時に同条但書で
「災害その他やむを得ない事由により予告すること
が困難な場合その他厚生労働省令で定める場合は、
この限りでない」と定められている。この「厚生労
働省令で定める場合」はどのような場合か。 

 
１．本法案では、第16条において、発注事業者に対し、
継続的業務委託に係る契約を解除等する場合の事前予
告を義務付けているが、発注事業者が契約を解除等す
る事由は様々であることから、事前に予告をすること
が困難な場合等において、予告を不要とする例外事由
を、厚生労働省令で定めることとしている。  

 
２．具体的な内容については、 

① 天災等により、業務委託の実施が困難になった
ため契約を解除する場合 

② 特定業務委託事業者の上流の発注事業者による
プロジェクトの突然のキャンセルにより、特定受
託事業者との契約を解除せざるを得ない場合 

③ 契約を解除することについて特定受託事業者の
責めに帰すべき事由がある場合 

等が想定される。 
 
３．予告を不要とする例外事由の具体的な内容は、今後、
取引の実態もよく把握しながら引き続き検討していき
たい。 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリー

ランス取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯   



問５―２ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（解除等の予告） 

第十六条 特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除

（契約期間の満了後に更新しない場合を含む。次項において同じ。）

をしようとする場合には、当該契約の相手方である特定受託事業者に

対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも三十日前まで

に、その予告をしなければならない。ただし、災害その他やむを得な

い事由により予告することが困難な場合その他の厚生労働省令で定め

る場合は、この限りでない。 

２ （略） 





問６―２ 

３．そのため、会員登録（などの基本契約）の時点にお
いて、受注事業者が行うこととなる業務について、役
務を提供すべき時期、報酬など、具体的な内容が定ま
っていないのであれば、基本的には、その後の個別の
業務委託契約を行った時点が、「業務委託をした場合」
に該当するとして、本法案第３条の取引条件の明示義
務等が課されるものと考えている。 

 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯   



問６―３ 

（参考）特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案 

 

（定義） 

第二条 １～２ （略） 

３ この法律において「業務委託」とは、次に掲げる行為をいう。 

一 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造（加工を含

む。）又は情報成果物の作成を委託すること。 

二 事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託するこ

と（他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。）。 

４～７ （略） 

 

（特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等） 

第三条 業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合

は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事

業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電

磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以

下この条において同じ。）により特定受託事業者に対し明示しなけれ

ばならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないこ

とにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないもの

とし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められ

た後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に

対し明示しなければならない。 

２ 業務委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的

方法により明示した場合において、特定受託事業者から当該事項を記

載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規

則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、

特定受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引

委員会規則で定める場合は、この限りでない。 

 




